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第一章　調査概要第一章　調査概要第一章　調査概要第一章　調査概要

１．調査団派遣の経緯と目的１．調査団派遣の経緯と目的１．調査団派遣の経緯と目的１．調査団派遣の経緯と目的

(１)背景及び経緯

　我が国は 92 年の国連環境開発会議（UNCED）において環境分野の ODA を大幅

に拡充・強化する旨表明し、引き続き同分野の更なる拡充をはかるという方針

のもと、環境協力の柱となる行動計画「21 世紀に向けた環境開発支援構想」

(ISD）を国連特別総会の場で発表した。同構想の下、我が国は省エネルギー、

新エネルギー技術の世界的普及のための協力をすすめることとしており、環境

問題における太陽光発電等、再生可能エネルギーの重要性に鑑み、再生可能エ

ネルギーシステムの導入、組織・制度づくり、人材養成、技術移転を行うべく、

資金協力と技術協力を効果的に組み合わせたパッケージ協力の実施について、

外務省、通産省および JICA で検討を行ってきた。

　ヴァヌアツ共和国がパッケージ協力をすすめる上でモデル国として適当と判

断されるに至った理由は次のとおりである。

①ヴァヌアツ国では、電力供給はポートヴィラとルガンヴィルの主要２都市に

おいて行われているのみで、家屋電化率は 10％に満たないこと。

②島嶼国であるため、電力需要は小規模でなおかつ広範囲に分散しており、

ヴァヌアツ政府は再生可能エネルギーを使った村落電化を進めるべく、実施

体制を整備しようとしていること。

③しかし、同国政府は慢性的な財政赤字で地方電化に予算を計上できず、また、

諸外国からの援助も学校、診療所などの公共設備を対象としていて民家の電

化は対象にされていない状況であること。

④専門家派遣等を通じた先方の組織・制度づくりと人材養成のニーズが高く、

且つ既に電力分野で長期専門家を派遣していること。

　かかる状況のもと、JICA は 98 年２月～３月に、ヴァヌアツ国の再生可能エ

ネルギー分野に係るプロジェクト形成調査を実施した。「ヴァ」国は同調査結

果を踏まえ、モデル村落における個別設置型の太陽光発電システム（SHS）を

パイロット的に導入し、地方電化を持続的に実施すべく、ミニプロによる技術

協力を要請してきた。

　これらを受けて、99 年５月には事前調査団が派遣され、ミニッツを締結、６

月１日より３年間の予定で協力が開始された。現在、長期専門家（村落電化実

施組織育成）１名、協力隊員（村落開発普及員）１名を派遣中であり、SHS 機
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材 200 セットを対象４カ村に設置、管理体制の確立、モデル村落における運

営・管理活動の実施、モニタリング、人材育成などの活動を開始している。

(２)派遣の目的

　1999 年６月より開始された「地方電化プロジェクト」に関し、協力実施後 1

年２ヶ月を経過したことから、プロジェクトの SHS（Solar Home System）機材

の状況（ハード面)、経済的自立性、村落組織のあり方・機能、住民裨益効果

を中心とするプロジェクト運営面（ソフト面）の両面から現状を確認し、問題

点を把握、先方政府関係機関とともに、今後のプロジェクト運営方針について

認識を共有し、議事録（ミニッツ）確認することを目的として、計画打ち合わ

せ調査団を派遣することとなった。

２．団員構成２．団員構成２．団員構成２．団員構成

団長　　　　酒井　利文　（南西アジア・大洋州課長）

回路調査　　美馬　宏司　（大阪市立大学名誉教授、国内支援委員）

村落調査　　河原　　工　（IC ネット、村落組織育成　専門家赴任予定）

協力企画　　林　　将幸　（大阪国際センター　業務課）
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３．調査日程３．調査日程３．調査日程３．調査日程

河原 酒井 美馬、林

９／３（日） JL771 成田発（21：10）

Sydney 着（08：35）

QF375 Sydney 発 12:30

PORTVILA 着　16:00

９／４（月）

９／５（火）

事務所、本田専門家、
半田隊員打ち合わせ

Emoa 村調査

９／６（水）

　～８（金）

Lawa 村調査

９／９（土） Epau 村調査

９／10（日） 資料整理 JL771 成田発（21：10） NH5882 関空発（19：50）

Sydney 着（08：35） Sydney 着（08：55）資料整理

QF375 Sydney 発（12：30）　PortVila 着（16：00）

９／11（月）

団内打ち合わせ

９／12（火） 事務所、

外務省表敬　（須佐見専門家）

土地天然資源省エネルギー局　表敬

本田専門家、半田隊員打ち合わせ

PM Emoa 村視察

９／13（水） サラカタ発電所視察、Navuti 村視察

９／14（木） Navuti 村視察

９／15（金） Natapao、Mangaliliu 村視察

９／16（土） 資料整理、MM ドラフト作成、団内打ち合わせ

９／17（日） 休日

９／18（月） エネルギー局協議、AFD 訪問、意見交換

９／19（火） エネルギー局協議、MM 作成

９／20（水） MM 署名、事務所報告

NF060 Port Vila　10:30→Noumea 12:00

AF273 Noumea 13:25→成田 20:00（美馬、河原）

９／21（木） NF070 Port Vila 18：50→Nadi 21：10

（以下日程は酒井、林団員のみ）

東京→大阪（美馬）

９／22（金） PC136 Nadi 08:45→Suva 09:10

在フィジー日本大使館表敬、JICA フィジー事務所打ち合わせ

PC177 Suva 18:30→Nadi 19:00

９／23（土） NZ 06:45 Nadi→Auckland 09:50

JL099 Auckland 11:00→Tokyo 19:25（酒井）

FJ 07:25 Nadi→Sydney 11:05　JL778 Sydney 12:35→Osaka 20:05(林)
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４．主要面談者４．主要面談者４．主要面談者４．主要面談者

(１)ヴァヌアツ

首相府／外務省　アジア局長 Mr. Paul Sami (Director General)

Mr. Ivong Basil

大蔵経済企画省　次官 Mr. Jeffery Wilfred (Director General)

　同　　　　　　次官補佐 Mr. Sumbeu Antas

(Acting Director General)

　同 Mr. Johnson Vaviti

　同 須佐見　淳夫（開発計画専門家）

土地天然資源省　大臣 Mr. Maxim C. Korman

(Minister of Lands, Geology, Mines, Energy,

Environment and Water Resources)

　同　　　　　　次官補佐 Mr. George Tambe

(Acting Director General)

　　　　　　　　第一政策秘書 Mr. Lionel Kaluat

(First Political Advisor)

　同　　　　　　土地天然資源省エネルギー局長

Mr. Leo Moli (Principal Energy Officer)

　同　　　　　　電力局職員 Ms. Marlene Kalmet (Energy Officer)

　同　　　　　　電力局職員 Mr. Shadra Fred (Energy Officer)

ヴァヌアツ駐在員事務所 赤星　則昭　所長

地方電化プロジェクト 本田　達夫（村落電化組織育成専門家）

JOCV、村落開発普及員 半田　茂喜

(２)フィジー

在フィジー日本大使館 村山　比佐斗　大使

壹岐　幸史　　一等書記官

JICA フィジー事務所 鈴木　忠徳　　所長

向井　一朗　　次長

石崎　高博　　所員
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第二章　プロジェクト概要第二章　プロジェクト概要第二章　プロジェクト概要第二章　プロジェクト概要

１．協力期間１．協力期間１．協力期間１．協力期間

　　1999 年６月１日から３年間

２．協力目的２．協力目的２．協力目的２．協力目的

(１) 選定された未電化村落において、SHS 設置による地方電化システムの持続可

能なモデルを構築すること。

(２) SHS の設置による地方電化の普及可能性の検証を行うこと。

(３)ヴァヌアツ国における地方電化振興のための人材育成を行うこと。

３．期待される成果３．期待される成果３．期待される成果３．期待される成果

(１) SHS による地方電化の運営・維持管理システムが確立される。

(２)持続可能な地方電化のための独立会計システムにより財政的に独立した状態

が確立される。

(３) SHS による持続可能な地方電化のための実施マニュアルが整備される。

(４)土地天然資源省電力局の更なる組織育成が達成される。

４．協力内容４．協力内容４．協力内容４．協力内容

(１)対象村落の選定及び SHS の設置

(２) SHS の管理体制の確立（設置、維持管理、料金徴収等にかかる指導）

(３)モデル村落における運営・管理活動の実施

(４)モニタリング

(５)人材育成

５．プロジェクトの投入実績５．プロジェクトの投入実績５．プロジェクトの投入実績５．プロジェクトの投入実績

(１) JICA からの主な投入実績

１) 専門家派遣

長期専門家　　本田　達夫 （村落電化組織育成　1998.10.8～2001.10.7）

短期専門家　　浅井　邦夫 （再生可能エネルギー　1999.8.22～9.30）

　　　　　　　大森　孝則 （再生可能エネルギー　1999.9.13～11.30）
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２) 青年海外協力隊派遣

半田　茂喜 （村落開発普及員　2000.4.～）

３) 機材供与

SHS 機材　220 セット

プリペイメントシステム機材

研修・広報用機材

プロジェクト用車両（トヨタ　ランドクルーザー）

＊詳細についてはミニッツ参照

４) 研修員受入

Marlene KALMET（2000.4.25～8.17、大阪市立大学工学部　森教授）

(２)ヴァヌアツからの主な投入実績

１) 土地、建物と施設の提供

２) 機材の提供（プロジェクト推進のための機械、機具、機材、車、工具、ス

ペア部品等）

３) ランニングコストの負担

４) カウンターパートの配置

General Project Manager, Project Manager, Accounting Officer,

Officers （ SHS installation, SHS management, SHS maintenance ） Care

Taker の配置、村落電化組合の設置。

５) 交通手段の提供

６) 通信運搬費の負担

７) なお、ヴァヌアツ側の投入財源としてサラカタ水力発電所の収益の一部が

使用されている。

８) その他、日本側で負担不可能なもの
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第三章　ヴァヌアツ電力セクターの現状第三章　ヴァヌアツ電力セクターの現状第三章　ヴァヌアツ電力セクターの現状第三章　ヴァヌアツ電力セクターの現状

１．関連組織の概要１．関連組織の概要１．関連組織の概要１．関連組織の概要

　電力関連機関として土地、地質、鉱業、エネルギー、水資源省（Ministry of

Lands, Geology, Mines, Energy and Water Resources）があり、その管轄下にエネ

ルギー局（Energy Unit）がある。エネルギー局の事業内容は地方電化推進、水力開

発計画の推進、石油ならびにエネルギー管理である。ヴァヌアツ国は 1980 年に独立

したが、エネルギー局は 1985 年に設立された。エネルギー局の人員は今年初めまで

３名体制（局長、電工２名）であったが、地方電化事業の拡大で 11 名体制が承認さ

れ、近々、正式に局員の増員（電気技術者１名、電工２名、土木技術者１名、会計３

名）が実施される予定である。

２．関連法制度２．関連法制度２．関連法制度２．関連法制度

　電力関連の法整備はされていない。但し、２大都市のポートヴィラとルガンヴィル

に電力を供給しているフランス系電力会社 UNELCO に関する電力供給法（Chapter

65：Electricity Supply）がある。

　電力開発計画に関するものとして、第３次国家開発計画（Third National

Development Plan 1992-1996）とアジア開発銀行（Asia Development Bank）が作成

したエネルギー開発計画（Energy development Plan 1987-1996）があるが、その後

の開発計画は作成されていない。

　第３次国家開発計画のエネルギーと水力（Energy and Hydropower）に関する開発

目的と戦略（Development Objectives and Strategies）は以下のとおり。

ⅰ)水資源データ‐ベースの蓄積

ⅱ)ルガンビルの経済的水資源開発

ⅲ)地熱支援による海水からの食塩製造調査

ⅳ)ポートビラのための経済的地熱発電開発

ⅴ)地方の島における経済的水力発電の開発

ⅵ)僻地の島の熱と電力供給のための再生エネルギー開発

ⅶ)妥当なエネルギー関連法の確立

ⅷ)政府機関と私企業のための経済的なエネルギー活用ガイドライン確立

ⅸ)エネルギー関連企業のモニタリングシステムの確立
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３．地方電化政策３．地方電化政策３．地方電化政策３．地方電化政策

　国家開発計画に基づいた地方電化政策は法制化されていないが、 Forum

Secretariat の協力で 1995 年８月に作成された地方電化ガイドラインがある。しか

し、資金的な裏付けがなくて地方電化の促進にならず、一度も活用されていない。

UNELCO が電力を供給しているポートヴィラとルガンヴィル地区以外の地方では、私企

業の自家発電設備を除いて、ほぼ無電化に等しく、具体的な開発計画は無い。過去に

諸外国の援助による幾多の小水力開発による地方電化計画があったが、いずれも計画

は消滅し、実現していない。

４．電力需給状況４．電力需給状況４．電力需給状況４．電力需給状況

　フランス系電力会社 UNELCO はヴァヌアツの２大都市のポートヴィラ（Efate 島）と

ルガンヴィル（Santo 島）とに電力を供給しているが、本年、Malakula 島と Tanna 島

の中心部にも電力を供給できる権利をヴァヌアツ政府から取得し、電力供給エリアを

拡大した。

　UNELCO の現在の発電能力は、ポートヴィラ 11,480kW（火力)、ルガンヴィル

2,240kW（火力）である。1997－1998 年度の電力需要（売上）はポートヴィラ

30,477,716kwh、ルガンヴィル 6,518,929kwh である。なお、Santo 島には日本国政府

の援助で建設されたサラカタ水力発電所（600kw）があり、同年度は 4,263,700kWh

(発電端）の電力を UNELCO に供給した。

５．需要想定及び設備拡張計画５．需要想定及び設備拡張計画５．需要想定及び設備拡張計画５．需要想定及び設備拡張計画

　電力需要増加率（発電端）は前年度比でポートヴィラ 2.98％、ルガンヴィル

12.63％である。過去５年間平均ではポートヴィラ 4.59％、ルガンヴィル 11.28％で

ある。UNELCO は電力法により安定電力供給の義務が課せられており、UNELCO の自己

資金で必要な発電設備の拡充と関連する電力網の整備をしなければならない。ルガン

ヴィルの急激な電力需要の増加にかんがみ、政府と UNELCO はサラカタ水力発電所の

３号機（600kW）の早期建設を日本国政府に要望している。

６．他援助機間の動向６．他援助機間の動向６．他援助機間の動向６．他援助機間の動向

　JICA は 1999 年６月からヴァヌアツ政府とのチーム派遣プロジェクトで、200 戸の

民家を電化し、地方電化の維持管理システムを確立するソーラーホームシステム

(Solar Home System：SHS）計画を実施している。JICA のプロジェクトとは別に、海

外機関からの援助による以下のプロジェクトがある。
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(１) Agency of French Development（AFD）が現在、Santo、Malakula、Malo、

Ambae と Maewo の５島の 45 施設（小学校と診療所）をソーラーシステムで電化

する工事を実施中である。

(２) Secretariat of the Pacific Community（SPC）が、オーストラリアとフラ

ンスの共同資金援助で、バンクス島の３箇所の診療所と７箇所の小学校をソー

ラーシステムで電化する可能性調査を本年度から実施する予定である。
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第四章　調査結果第四章　調査結果第四章　調査結果第四章　調査結果

１．当初計画の妥当性１．当初計画の妥当性１．当初計画の妥当性１．当初計画の妥当性

(１)対象規模の妥当性

　本プロジェクトではヴァヌアツ国の４か村の家屋を対象に SHS 機材 200 基を

設置したが、これに加え「ヴァ」国政府は電力局独自の太陽光電化事業を首都

ポートヴィラのある Efate 島内の２か村（Epao 村、Mangaliliu 村）でも実施

しており、結果的に本プロジェクト対象村落と合わせ６ヶ村を電力局が管理し

ている。しかしながら、現在の電力局の人員体制では各村落に直接赴き機材の

点検、指導を行える段階に達しつつある人材が２名しかおらず、６ヶ村を管理

するには JICA 専門家及び青年海外協力隊員の協力を得ても人的数量が不足し

ている。

　また、上記６ヶ村中３ヶ村は Efate 島以外の離島に位置しており、１村落へ

の訪問に最低丸１日、村落によっては往復で２日、国内航空便が遅延すればさ

らに延びることから、Efate 島内の村落に比べ電力局職員の訪問頻度が低く

なっている。この低い訪問頻度が料金回収入率低下の要因であることは否めず、

離島の村落で SHS 機材の保守管理が迅速に行えない要因ともなっている。

　本調査終了時の所感として、４島４ヶ村（ヴァ側独自のサイトも加えると

６ヶ村）での SHS 設置は電力局の人員体制及び人的能力の不足、機材の故障と

いった要因を考慮すると、対象規模が大きすぎたと言わざるを得ない。電力局

職員の増員が実現し、同職員の能力が十分に向上するまでは対象村落を現状以

上に増加しない方が妥当である。

(２)配置人材（JICA、ヴァヌアツ側それぞれ）の妥当性

　調査終了時において JICA からは長期専門家１名、青年海外協力隊員１名が

Efate 島に配置されている。本プロジェクトを成功させるためにはプロジェク

ト対象村落住民の啓蒙、指導は不可欠であるが、現在の所、右業務に活用され

うる電力局人材は実質２名のみであり、これに日本側専門家と隊員が加わって、

右啓蒙、指導を含め、料金の徴収、機材保守管理を実施しプロジェクトをよう

やく維持している状態である。右事情から、フィールドワークに係る業務量が

多い上に、電力局との協議、他国援助団体やフランス系電力会社（UNELCO）に

関する情報収集、設置機材の技術的問題への対応等、専門家や協力隊員の業務

負担量は膨大である。
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　上記の通り日本側、ヴァヌアツ側双方の人材不足は深刻であるが、2000 年

10 月からの長期専門家配置、電力局の人員体制強化の決定により右人材不足は

改善されると思われる。また、長期専門家の増員により両専門家、協力隊員の

役割分担が明確化し、これまで以上に整った体制でのプロジェクト運営が大い

に期待できる。

(３)導入機材の妥当性

　本プロジェクトでは BP 社製機材を導入、設置を行ったが、バッテリー、レ

ギュレータ、照明装置に故障が生じており、かつ同社の製品クレームに対する

対応も十分なものではないまま、同社は 2000 年始めに Solarex 社に合併され

ている。これらの理由から今後 BP 社製品の新たな購入はありえない状況に

なっている。

　導入機材銘柄の選定時において、BP 社製品の性能はカタログを見る限り本プ

ロジェクトの推進にあたり十分であったが、同社の説明としては乾燥地帯での

使用を前提としたデータであったため、結果的に見ると高温多湿であるヴァヌ

アツ国での使用には防湿、防虫面及びメンテナンス性に問題があった。また、

レギュレータの充放電設定値がカタログ値と異なるため、バッテリーを酷使さ

せる結果になっており、そのためバッテリー自体の耐用年数を短くしている。

　上記の通り BP 社製品には今後も故障が発生する可能性は否定できず、且つ

同社製品を新規に購入することはできないため、現存品をできるだけ長く使用

するよう、電力局を通じ住民を指導していくことが必要だが、今後故障が発生

した際には逐次、他社製品と交換しなければならない。その際、プロジェクト

対象村落住民の不払いを最小限度に抑えられるプリペイメントシステムを導入

することは今後のプロジェクトの円滑な推進の為には必要と思われる。従って

将来的には右システムに適したバッテリー、レギュレータ、照明機材を選択す

ることが課題である。

２．現地調査結果２．現地調査結果２．現地調査結果２．現地調査結果

　現地調査の詳細を以下に記す。調査事項は大別して１）ハード面、２）プロジェク

ト運営（ソフト面)、３）ヴァヌアツ政府との協議結果（今後の自立発展性につい

て）の３項目である。各項目ごとに概論（要約）を述べたのち、詳細については「調

査結果一覧表」に述べる。
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(１) SHS 機材のシステム妥当性（ハード面）

　あらためて述べるまでもないことであるが、SHS が順調に作動することがす

べての始まりである。よく SHS は簡単で維持管理の容易なシステムだと誤解さ

れるようだが、決してメンテナンスフリーの機材ではない。必然的にケアー

テーカーは重要な役割を担うことになる。

　本プロジェクトの場合、スタート時から機材の故障が大きな問題であったが、

現地専門家等の多大の努力により本調査時点ではハード面での問題はほぼ解消

したと考えられる。

　今後対応が必要になりそうな機材との関連事項として、まず、日照時間の問

題がある。各村の間で違いがあると考えられるが、本プロジェクト実施に当た

り、かつて行われた天候（日照）に関する調査結果と比べて、この２年間（現

在も）の日照時間は予想された値よりも減少している恐れがあるのではないか、

という感想を述べる人もいる。今後の予想も含めて場合によっては、負荷（蛍

光灯のＷ数、本数）の軽減もしくは供給可能電力容量の増大が必要になるかも

しれない。

　次に、廃棄物としてのバッテリーの問題がある。バッテリーの寿命の長短に

かかわらず、近々、数百個単位の処理が必要になるであろう。平行して廃棄物

処理対策を考えておく必要がある。その他ソフト面と強くリンクする部分とし

て、プリペイメントシステムの導入によりハードウエアを変更しなければなら

ないケースへの対応も必要となろう。

　今後 SHS が長期にわたり順調に動作し得るよう、例えば、SHS 一台一台につ

いてケアーの詳しい様子が分かる「カルテ」を用意するなどしてケアーテー

カーの交代に対応できる体制を整えておく必要がある。

１) バッテリー

　当初、設置された 220 セットのうち、軽微なトラブルを含め、半数近いも

のが何らかのトラブルを抱え、現地では大変困った状況にあった。原因とし

ては次のことが考えられる。

①当初購入のバッテリーは高深度設計でないことに加え、輸送時の衝撃に弱

い電極構造の可能性があること。

②また、電解液の基準液面の管理が極めて困難な構造であるため、結果とし

て保守が順調に行われなかった恐れがあること。

③レギュレータの充電電圧の設定値。
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　このまま状況が進めば、今後１年以内にかなりの数のバッテリーを取り

替える必要が生じるであろう。当面、緊急に交換を要するバッテリーが約

10 基あり、暫定的にカーバッテリーを購入し不良品と交換する予定になっ

ている。カーバッテリーは現地ですでに一部の SHS に交換使用されている

が順調に働いているようである。

　バッテリーの逐次交換には予算措置が必要であるがこれへの対応、並び

に中長期的に最適なバッテリーの銘柄を選定していく必要がある。現在の

SHS 維持管理体制を考えると、予算の許す限りメンテナンスフリータイプ、

例えばゲルタイプのシールドバッテリーを採用するなどの対応が望ましい

と思われる。特に、維持管理の難しい離島においてはなおさらのことであ

る。国内支援委員会においても対応を急ぎ検討されることが望まれている。

２) レギュレーター

　現状調査の結果ではレギュレーターの故障度合いは特に取り上げて議論す

る必要は無いと考える。ただし、出来ればレギュレータの充放電電圧の設定

値を変更した方がよさそうであるが、用いられているワンチップマイコンの

プログラムに手を加えることは難しいと思われる。当初購入のレギュレー

ターは、防湿、防虫構造になっておらず、また、将来導入が予想されるプリ

メイメントシステム装置との組み合わせは不可能である。

　プリペイメントシステムの試験的導入と当初故障交換用に購入ずみの

TOTAL 社（仏）製のレギュレーターがすでに一部で使用され経過は良好であ

る。防湿、防虫対策が出来ており充放電電圧の設定値も適切なようである。

また、これに料金管理のためのコンピュータ部（TOTAL 社製）を加えてプリ

ペイメントシステムを構成し一部に試行的に導入しその有効性が調べられつ

つあるが、そのメリットとして未払い料金累積の防止、並びにケアーテー

カーの負担軽減が確認されており、今後この製品に順次切り替えていくのは

一つの好まし選択であろう。当面の計画として Epao 村に、購入済みのプリ

ペイメントシステム 18 セットを導入し、取り外した BP 社製レギュレーター

を予備にまわし保守部品として活用していくことも予定されている。離島で

はまとまった台数を一度に交換するのが望ましい。

　これらの経過とは別にオリジナルタイプのレギュレーターを自前製作する

ことも国内支援委員会で検討されてきた。これは充放電電圧などを望ましい

設定値に自由に変えられることから SHS 用の最適レギュレータの完成を目指

そうとしたものであり、同時にヴァヌアツ国の技術的発展のためにも望まし
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いことだと考えられたからである。しかし、現地調査の結果レギュレーター

製作に必要な環境状況、すなわち人材、労力の確保、部品調達等に問題があ

り残念ながら現状では難しいと判断せざるを得なかった。

３) 照明装置

　当初購入された BP 社製の照明器具のうち 18W タイプの照明器具に問題は

無かったが、８W タイプは防虫防湿の面からヴァヌアツでの使用に適してい

ない上に不良品の続出で現地では対応に苦慮されたようである。しかし、現

在では動作はほぼ安定しており、交換用の Lab Craft 社（英）の TRI-LITE

は問題のない製品である。

　SHS の標準仕様は、ソーラーパネルに 50W PV module を２枚、蓄電池に湿

式 120Ah 容量のものを用い、負荷の照明装置は 18W１台、８W３台の蛍光灯と

なっている。しかし、日照の問題も一部にありそうだが、過放電によると思

われるバッテリーの性能低下、また低所得という原因による電気料金の未払

い問題への対策としても負荷の軽減は望まれるところである。調査団も村人

と集会を持ち一部の村落では理解を示してくれたと考えている。今後村人と

の話し合い結果も含め負荷の軽減が実現すれば、ひいてはバッテリーの寿命

延長に結びつくものと考えられる。

　交換用に購入されている Lab Craft 社（英）の TRI-LITE は、防虫構造と

いう必要条件を満たしているとともに８W 管球を１－３本の間で自由に選ん

で使用でき本プロジェクトが抱える上記問題への対策上からもふさわしい製

品である。

(２)プロジェクト運営管理（ソフト面）

１) 電化組合の状況

　現状各村とも、チェアマンを始め委員を選んではいるものの、電力局のス

タッフや JICA 長期専門家が訪問したときに会合を開くだけというのが実態

である。その中でケアーテーカーだけはまじめに業務を行なう意思を持ち活

動している。しかし、ケアーテーカーと他一部の精力的ではあるが極めて個

人レベルでの活動を除き、残念ながら組合として機能はしていない。

　理想を述べれば、村落電化組合だけで SHS プロジェクトの方向性や、ケ

アーテーカーの労力の負担軽減、料金の回収と管理等を行い、電力局は定期

的なメンテナンス検査やバッテリーの交換時における買付けの手伝い、ケ

アーテーカーでは手に負えない技術面の問題点のサポートが望ましい。しか
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しながら、現状との間には大きなギャップがある。

２) 電化組合としての直面している問題点

　現在電化組合が直面する最大の問題は、①一部住民にとって電気料金が高

く料金支払いが根本的に難しい点、②主に当初の機器のトラブルに関する負

担や利用方法について住民の理解が充分に徹底されていない点の２点である。

①はカウンターパートを含めたプロジェクト側より、再度の家計調査を行い

段階的料金の提示が行なわれる予定である。この新しい料金設定にも電化組

合の参加は必須であり、その後の回収業務も電化組合がオーナーシップを

持って活動することを期待する。

　また、②の住民の理解を徹底させる点は、料金の回収に大きく影響する。

プロジェクト開始当初、電力局の職員の活動レベルが期待したものに及ばず、

更に予期せぬ機器のトラブルが発生し、長期専門家と協力隊員が直接対応せ

ざるを得なかった。しかしながらマンパワーそのものが足りず、全ての住民

に対するフォローが困難であったのも事実である。現在長期専門家と協力隊

員の指導により、電力局に２名の信頼できる職員が育ってきている。今後は

彼らを中心に住民への指導が行なわれることを期待する。

　更に、電力局の職員数や遠隔地村の現状を考慮すると、電化組合が主体と

なりプロジェクトの現場の運営を行なう必要がある。現在ケアーテーカーの

業務量が多く、機器のメンテナンスと料金回収を殆ど１人で行なっている。

業務量の軽減と組合としてオーナーシップを持たせることが当面の課題であ

る。対策としては、各村にケアーテーカーとトレジャラーを並存させること

により、会計の明瞭性を確保すると共に、チェアマンの監査を受けるシステ

ムを作ることを提案する。

３) 村落組織の現状

　各村落とも以下の自治組織が存在する。

①教会（活動）

②青少年

③婦人会

④水利組合

⑤小学校

⑥幼稚園

　今回の調査では各組織の役員の構成や活動など細かな現況を把握すること

は出来なかったが、会費の支払いは、寄付や一人あたりの分担金を一括で請
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求する形態を採っている。つまり、月々に料金を徴収する形態は SHS の本プ

ロジェクトだけある。

　また、水利組合について２村で話を聞いたところ、水の使用料は無料であ

り、水道が故障した場合、使用している住民が負担している。

４) 電化プロジェクトにかかる人材育成の現状

　現在、現状長期専門家と青年海外協力隊員の指導により、電力局において

信頼できる職員が２名と、各村のケアーテーカーが育ってきたところである。

各村の電化組合の組織育成においては、プロジェクトにおいて継続的な課題

として引続き指導していく必要がある。

５) 電気へのニーズとその用途

　各村ともチーフや電化組合のチェアマンから、SHS プロジェクトに対する

感謝の言葉が聞かれ、また住民からも電気に対する高いニーズは確認された。

　現在の SHS のシステムでは、殆どの家庭が蛍光灯に利用している（一部は

インバーターを設置しラジオに使用している)。その内訳は、18W が１本と

8W が３本の計４本の蛍光灯を設置している（電気料金は 1,500VT≒1,300 円)。

殆どの家庭で 18W の蛍光灯は居間に設置され、８W は寝室や台所に設置され

ている。ある家庭では、8W の１本は家の外側に設置され屋外での作業にも利

用している。また、最近料金の見直しの観点からも、８W３本で 1,000VT の

システムが導入され始めている。

６) SHS 導入による社会的インパクト

　各村落でのワークショップより住民の意見として以下の効果が認められた。

①収入向上活動（女性がマットやバックなどの作業、マーケットへの販売

準備）

②子供の教育

③乳児や病気の子供の世話

④暗がりで子供が泣く回数の減少

⑤家族団欒の時間が増加

⑥少ない例ではあるが、家屋内で商店を営んでいる家庭では商店のスペー

スに蛍光灯を設置している。

７) 不払いのメカニズムの把握

　現状、初期投資額の約２割、月額料金の約４割が未収となっている（月額

料金の回収については添付の料金回収状況表を参照のこと)。住民の収入面

の限界など経済面での要素も含まれるが、遠隔地村落への集金頻度は相対的
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に低くなるため、未収率は高くなる点など管理面の要素も今回の調査で判明

できた。主な点は以下のとおりである。

①管理面の制約と限界

(ａ) 遠隔地村落へのアクセスの問題

　Lawa 村（Malakula 島）と Navuti 村（Ambae 島）への訪問は、飛行機と

船やトラックを乗り継ぎするため、予算・人員の制約から、毎月の訪問は

困難であり、現在３、４ヶ月に１度の訪問しケアーテーカーが集金した料

金とレシートの控えを受け取っている。そのため管理表の数字と実体（住

民がケアーテーカーに料金を支払う日付）とタイムラグが存在し実態ベー

スの管理は大変困難である。Navuti 村でのワークショップで住民との話を

すると、管理表には反映されていないものの、各自数ヶ月の支払いは行な

われている様である。

(ｂ) サイト数と人員

　現場の訪問するカウンターパートは現状実質２名（エンジニア１名、運

営管理者１名）の電力局職員でだけである。現在 JICA プロジェクトの４

カ村に加え、他２カ村の管理も行なわざるを得ず、そのため特に遠隔地村

への集金頻度の低下に拍車を掛けている。

(ｃ) 遠隔地村落への通信の問題

　遠隔地村落では電話が無く、郵便も含めケアーテーカーとの連絡が極め

て困難である。また、長期専門家によると、銀行振り込みも銀行職員の文

字が読めず送金人の確認が出来ず利用が困難である。

②初期の機器のトラブルによる起因する問題

(ａ) 機器のトラブル

　初期における機器のトラブルにより、月額料金が高いと感じている住民

が存在する。例として、１本なり２本の蛍光燈が故障しても、特に遠隔地

村の場合対応が遅れ、住民が支払いを拒むケースがある。

(ｂ) 対応のマンパワー不足

　初期の機器トラブルというイレギュラーな問題の解決方法について、電

力局の人材の不足もあり対応が充分に出来なかった。つまり電力局と住民

との間の信頼関係を築くのにかなりの時間が必要であった。現在では、長

期専門家と協力隊員の多大な努力により、住民からの信頼を得ており、回
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収状況も好転し始めている。

③ケアーテーカーの直面している問題要因

(ａ) 仕事量の負担

　機器のメンテナンスと料金徴収の仕事が並存し業務の絶対量が多い。ま

たトレジャラーがいない村では、レシートの発行と資金の管理もケアー

テーカーの業務に含まれ、能力に対して過大な業務量となっている。その

ため、積極的な回収業務は行なわれていないようである。また、当初の計

画では、機器のメンテナンスの訪問時に料金を徴収できると考えられてい

たが、料金の徴収のためには月数度の訪問が必要となり、仕事量の負担を

増大させている。

(ｂ) レベル

　現状では、一部のケアーテーカーは現金を徴収したその場でレシートを

発行している訳ではなく、やる気やまじめさは認められるものの、期待す

る業務レベルまでは指導に時間を要する。

④住民の制約要因

(ａ) 設定料金

　事前調査時と比較し、コプラやカバなど価格の減少や買付け業者の訪問

頻度の低下による現金収入が減少している。特に Lawa などの遠隔地村落

では、月額使用料金 1,500VT は、１／３程度の利用世帯では支払いが困難

と思われる。

(ｂ) 収入形態

　住民の現金収入形態が月毎ではない為、毎月 1 回の支払いでは困難な世

帯が一部存在する。経済的にゆとりのある家庭が少ないため、教育費など

の出費があると電気代への支払いが後回しとなる場合がある。

(ｃ) 生活習慣

　生活習慣から月払いの習慣がなく、一か月分の電気代を貯めておくこと

が難しい住民が存在する。

　現在２ヶ月間の未払い猶予期間が設定されているが、上記の理由から一

部住民の支払いに対する意識が低くなり、猶予期間ぎりぎりに支払う住民

が存在する。
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⑤許容範囲を越えた未払い金

　現在、未払い期間が２ヶ月間を超えると、線を外し供給を止めている

（Disconnection：DC)。しかしならが、当初支払いをしない住民が DC を

拒否し続けケアーテーカーも強制ができず、未払い金が膨らみ支払いをあ

きらめた住民も存在する（中には 9,000VT≒8,000 円まで未払い金が膨ら

んだ住民もいる)。

　また、全員のケアーテーカーも DC が未払い金の拡大防止に役立つこと

も十分に理解しているとは言えず、未払い金が膨らんだ１つの要因でもあ

る。

表１　料金回収状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人数）

村 確認

時期

機基数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 DC

(件数)

Emua 8/31 40 37 36 36 36 33 26 10 5 4

Navuti* 46 30 18 10 2

Natapao 9/18 54 39 29 27 21 13 12 10 4 2 32

Lawa 8/31 58 55 51 44 41 36 29 17 2 1 17

Epau 9/09 42 18 17 15 14 16 19 12 8 2 5

Mangalilu* 8/31 25 7 7 8 5 1

＊ケアーテーカー不在のため状況把握できず

(３)ヴァヌアツ政府との協議結果

　今後の本プロジェクトの自立発展性確保の視点から、ヴァヌアツ政府と協議

したところ、その要旨は以下のとおりである（詳細は「調査結果一覧表」及び

ヴァヌアツ側と取り交わした議事録を参照)。

・本プロジェクトのヴァ国電力政策における位置づけは、関連法の未整備、95

年に制定された地方電化ガイドラインの予算的裏付けがされていないことか

ら不明である。しかしながら、本田専門家の長年にわたる貢献が評価されて

おり、かつ、他に同規模の地方電化プロジェクトが進行していないこともあ

り、本パイロットプロジェクトの重要性は天然資源省においては十分に認識

されている。

・将来の自立的発展に向けて、天然資源省は電力局職員の増員を実施中であり、

この姿勢は評価できる。
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・その主たる財源は、我が国無償資金協力によるサラカタ水力発電所の収益金

であるが、現在のところ、収益金の使途について関連法、文書等による裏付

けがなく、早急かつ継続的な法的措置等が必要である。

・ SHS プロジェクト独自の料金回収を財源とするリボルビングシステムは、料

金体系の見直しを図る必要性に迫られており、いったん、白紙に戻すことと

する。
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第五章　総括第五章　総括第五章　総括第五章　総括（団長所感）（団長所感）（団長所感）（団長所感）

　本プロジェクトは開始後１年３ヶ月を経過し、この間 JICA 本部の組織改革による

派遣事業部からアジア第２部への所管変更、国内支援委員会の設立がプロジェクト開

始後半年以上遅れたことなどにより、十分なサポート体制が整わないまま開始された

にもかかわらず、本田専門家、半田協力隊員他関係各位の懸命の努力により、ようや

くパイロットプロジェクトとして軌道に乗りつつある。本調査団はプロジェクトの中

間点にあたり、当面の問題を把握、解決策の策定を行い、今後の自立発展の可能性確

保のために必要な施策を想定し、提言するために派遣されたものである。

　現在まで、本プロジェクトは対象村落の住民に好意的に受け入れられ、児童の学力

向上、世帯の収入向上など電化による恩恵を大いにもたらしており、概ね順調に推移

してきていると判断されるが、一部使用機材に故障や不具合が発生しているほか、住

民の一部に料金の滞納が見られるなど、ハード／ソフト両面で解決を迫られる問題が

発生している。これら問題の詳細並びに対応策は別項で述べたとおりであるので、こ

こでは省略する。

　今後の課題の核心は本プロジェクトの自立発展性の検証にある。現時点での懸念事

項他、気づきの点を述べる。

①太陽光発電のコストは如何なる工夫を持ってしても、系統電力のそれに及ばない。

ヴァ国のような島嶼国において、系統電力による配電が不可能な僻地或いは離島

部の電化手段として、他に選択肢がないために太陽光が用いられているのが現状

である。

②電力料金の設定に当たっては、裨益住民の所得を考慮することは当然であるが、

他方、維持管理費や修繕費と共に太陽光による電化を拡大するために必要な再投

資資金の有無を考慮しなければならない。これら資金の自力調達が困難なヴァ国

のようなケースでは、当初、受益者にその負担を求めることを想定する一方、未

電化村で主に用いられているケロシン油の平均的な消費額、住民からの聞き取り

調査などを参考に料金を設定した（標準的なシステムで初期投資額 9000vatu≒

8000 円、月間使用料金 1500vatu≒1200 円)。

③この設定料金は開発調査により同種プロジェクトを実施しているキリバスと比較

すると約２倍であり、高額に見えるが、キリバスの場合は多額の補助金が政府か

ら出資されており、単純な比較はできない。むしろ、将来の自立発展性を考える

と、本プロジェクトの設定額は政府やドナーからの補助金を期待せず、かつ再投

資（当初の計算上は 10 年後に 80 台増設）をも考慮した野心的なものであった。
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④しかしながらプロジェクト開始後１年３ヶ月、料金を徴収し始めて 11 ヶ月にな

る現在において、初期投資額の約２割、月額料金の約４割が未収となっている。

この原因については様々な要素が考えられ、且つ対象村落の首都からのアクセス

自由度によっても大きく左右される（遠隔地村落からの集金頻度は相対的に低く

なるため、未収率は高くなる）など、一概には言えないが、住民間の所得格差、

必要な電灯数の違いなどを考慮した料金体系になっていなかったことに帰着する。

⑤この問題に対応するために、今次調査団はヴァ側に対し、JICA 専門家、協力隊員

との共同調査による村落住民のニーズの再把握と、それに基づく複数のオプショ

ンを含む電化サービス内容の多様化の検討（従来の４灯＝1500vatu  に加え、３

灯、２灯、１灯の料金を設定する）を提案し、了承された。

⑥この料金体系の改訂により、太陽光による村落電化受益者の拡大とともに未収金

の減少が期待される一方、プロジェクト全体のキャッシュフローの見直しを迫ら

れることになる。現時点では精緻な試算は不可能であるが、おそらく再投資資金

の捻出は極めて困難となるか、多大な減額になるものと予想される。

⑦この補填と将来の自立発展性の財源として、我が国無償資金協力で供与されたサ

ント島サラカタ発電所の収益金（2000 年度は約 50,000 千円）の一部をあてるこ

とが考えられる。93 年同無償案件基本設計調査時にヴァ政府、UNELCO（フランス

系電力会社；政府は同社に対しサラカタ発電所の運営を委託）と JICA は議事録

を取り交わし、その中で同発電所の収益金を既に電化の恩恵を受けている住民に

対しては料金の軽減に使う一方で、同島未電化地域の電化資金として活用するこ

ととしている。この収益金の一部を他の島の電化に拡大使用することはヴァ側も

原則了解しているが、しかしながら、現在に至るまで、法的、予算的な裏付けを

もつにまで至っていないため、今次調査団はヴァ側に対し、同収益金の一部を太

陽光発電を含む全国地方電化に充てること、並びに使途の透明性確保のための立

法化を早急に実施するよう求めた。

⑧この収益金が使用できるようになることが本プロジェクト終了後の自立的発展に

大きな影響を与えることになるが、他方、本件のカウンターパート機関である天

然資源省電力局の人材不足は深刻である。村落電化は住民のオーナーシップの醸

成もその成否を分ける重要なファクターとなるが、住民の啓蒙、指導、料金の徴

収、メンテナンスにあたる人材が現時点では圧倒的に不足している。電力局の陣

容については別紙資料のとおりであるが、現在これらのフィールドワークに活用

されうる人員は実質２名だけである。これに日本側専門家と隊員が加わって、４

村のプロジェクトをようやく維持している状態である。しかも島嶼国家ヴァヌア



－27－

ツにおいては、離島へのアクセスは極めて悪く、住民自治組織、村落における電

力委員会の自立運営が求められる所以であるが、残念ながら現在では専門家、隊

員の精力的な指導によって、ようやく電力局の２名の職員が信頼できるファシリ

テーターとして育ってきたところであり、村落組織による自立運営は未だ将来の

課題である。

⑨他のドナーも太陽光発電による公共施設の電化プロジェクトを実施しているが、

彼らにとってもシステムの維持管理等サステナビリティの確保は難しい課題であ

る。本調査団はフランスの援助機関 AFD を訪問し、実施中の太陽光電化プロジェ

クト（45 ケ所の教育、保健施設に約６千万円相当の機材を設置する計画）の維持

管理体制について質したところ、何ら設置後の方策が採られていないとのことで

あった。その主な理由は、予算不足と共に、当国電力局を含む CP 機関に維持管

理業務を実施できる人材が不足していること、唯一信頼できる技術レベルを有し

ている UNELCO は営利追求企業であり、収益性のない地方電化に興味を示さない

ことが挙げられた。

⑩このような状況の下、天然資源省は政府の公務員削減計画が実施中にもかかわら

ず、2000 年度電力局職員の実質増員を図るため、サラカタ収益金の引き当てによ

り、単年契約ベースながら新規増員４名（実質的には２名が本プロジェクトから

外れたため実増２名）を実施した。また、これら契約職員の定員化を進めること

を表明しており、応分の努力として評価できる。

　以上の状況から導き出される現時点での所感を以下に述べる。

①ヴァ側の人材育成は引き続き重要であり、2000 年度に追加投入される長期専門家

への期待は大きい。同専門家のリーダーシップの下、電力局職員の育成、半田隊

員との協力により村落住民組織の育成に専念することによって、本田専門家はよ

りマクロな視点からヴァ政府の電化政策を指導助言できることになり、それはプ

ロジェクト終了後の地方電化（太陽光発電に限らず）の自立的発展に貢献するも

のと期待される。また、現場の専門家を支援する国内支援委員会の役割も引き続

き重要である。

②かかる技術協力を持ってしても、本プロジェクト終了後のヴァ側の自力による太

陽光地方電化は容易ではない。その理由は既に述べたように、当国における太陽

光発電は収益性が低く、ドナーからの援助等外部資金の導入がなければ大型の初

期投資が困難であり、且つ、維持管理費用を徴収料金から捻出できても運営面で

人手がかかることから、現在の電力局直営管理＋村落電化委員会の自立運営方式

には限界がある。将来的には、キリバスの例に見られるように太陽光発電を主体
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とする電化会社をドナーの資金援助により設立し、一定の政府補助金支援の下、

委託管理、運営することが一つの選択と考えられるが（本田専門家が計画を作成

中)、当国の財政状況を考えると継続的な補助金の財源確保が課題となる。

③現実的には将来の財源として有望なのは、先に述べたサラカタ発電所収益金の運

用である。2000 年度の収益総額は約８千万円、このうち災害対策設立金 1,700 万

円、UNELCO に対する委託運営経費 1,700 万円を差引いた残額が更なる電化地域の

拡大、料金の低減、地方電化、電力局の強化に充てられる見込であるが、上述の

ように法的な根拠あるいは予算措置が執られておらず、政治的に使途が決定され

る可能性もある。

④他方ヴァ政府は３年越しの要請として我が国に対しサラカタ発電所の３号機増設

にかかる無償資金協力（要請額 1.5 億円）を要請中である。ちなみに、今次調査

団が天然資源省大臣 Korman 氏を表敬訪問した際、同大臣の最大の関心はこの点

にあった。同大臣（前首相であり、非常に強い政治力を持つ）からは、日本政府

から何の回答も得られないのであれば、他の資金ソースを考慮するかも知れない

との発言があった。今次調査団としてはこの点について帰国後しかるべく伝える

旨、答えおいたが、その後得た情報では、UNELCO からサラカタ収益金の充当（聞

き及んだ限りでは６千万円相当）により３号機の調達、据え付け、運用を請け負

うとのオファーがあったとの由。ヴァ側がこのオファーに乗り、サラカタ収益金

が３号建設に使われることは、収益性の少ない離島、地方の電化資金が確保でき

なくなることから、本田専門家がこのオファーを受諾しないよう、天然資源省に

助言し、押さえているのが現状である。

⑤かかる状況から、本パイロットプロジェクト終了後の自立発展性確保のみならず、

今後のヴァ国における健全な地方電化への波及効果も十分に考慮した上で、サラ

カタ発電所３号機にかかる無償資金協力要請に対し、前向きに検討することを提

言したい。専門家によれば３号機による電化地域拡大のニーズは依然として高く、

更なる収益金の増加が見込まれれば、現在の UNELCO による独占状況に変化が生

じ、当国電力市場全体の健全化にも繋がることが期待できよう。

⑥以上のように、本パイロットプロジェクト終了後の自立発展には様々な課題が山

積している。しかしながら、地方の無電化村落住民にとって、ケロシンランプの

生活から、限定的とはいえ、電化された生活への移行は、教育水準の向上や収入

向上に役立つと考えられ、長期的に見れば貧困対策としても有効であろう。また、

大半の住民は太陽光発電による電化を歓迎しており、当国における太陽光発電の

潜在的なニーズは極めて大きいと考えられる。したがって、本パイロットプロ
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ジェクトを地方電化の１モデルケースとして提示すべく実施することの意義は大

きいといえよう。
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附　属　資　料附　属　資　料附　属　資　料附　属　資　料

１．プロジェクトデザインマトリックス１．プロジェクトデザインマトリックス１．プロジェクトデザインマトリックス１．プロジェクトデザインマトリックス

２．ヴァヌアツ政府との議事録２．ヴァヌアツ政府との議事録２．ヴァヌアツ政府との議事録２．ヴァヌアツ政府との議事録（（（（Minutes of MeetingMinutes of MeetingMinutes of MeetingMinutes of Meeting））））

３．天然資源省電力局組織図３．天然資源省電力局組織図３．天然資源省電力局組織図３．天然資源省電力局組織図

４．サラカタミニ水力発電所基本設計調査時における議事録４．サラカタミニ水力発電所基本設計調査時における議事録４．サラカタミニ水力発電所基本設計調査時における議事録４．サラカタミニ水力発電所基本設計調査時における議事録

５．サラカタ発電所収益金資料５．サラカタ発電所収益金資料５．サラカタ発電所収益金資料５．サラカタ発電所収益金資料（（（（UNELCOUNELCOUNELCOUNELCO 資料及び収益金配分表）資料及び収益金配分表）資料及び収益金配分表）資料及び収益金配分表）

６．サラカタ６．サラカタ６．サラカタ６．サラカタ 3333 号機無償要請英文資料号機無償要請英文資料号機無償要請英文資料号機無償要請英文資料

７．その他収集資料７．その他収集資料７．その他収集資料７．その他収集資料

（１）（１）（１）（１） AFDAFDAFDAFD プロジェクト資料プロジェクト資料プロジェクト資料プロジェクト資料

（２）電力局内規（２）電力局内規（２）電力局内規（２）電力局内規（（（（Management of Rural Electrification by SHSManagement of Rural Electrification by SHSManagement of Rural Electrification by SHSManagement of Rural Electrification by SHS））））

（３）新聞記事（３）新聞記事（３）新聞記事（３）新聞記事
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